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御用学者がつくられる理由Z
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稿では，まず「科学」とは何かという問いに対し

て科学の営みに蓋目した定義をもとに．そこか

ら必然的に生ずる自然認識や，科学的予測に内在

する不定性を整理する。

ついで，科学および科学者が社会において置か

れる状況に目を向けることで，「御用学者という

問題」が生じる要因や背景を明らかにする。社会

における科学の適切な位置づけを探るそうした考

察は，科学者のためでもあり，同時に．市民社会

が科学者に誘導されることなく，科学的知見を自

ら意思決定に活用する方法を見出す一助となるは

ずだ。その先に．「御用学者」問題を乗り越える

道も見えてくるだろう。

は何を意味するのか不明だ。また，政府は2011

年4月11日に福島の児童生徒の年間被ばく線遼
の暫定基準を20mSvとすると通知した。子ども
の放射線悠受性が成人よりも3倍から5倍くら

い高いことを考えると「子どもの健康が守れな

い」と強い反発を招くのも当然である。放射線に
は安全澱は存在せず，線壁に応じて発がん数が増

加するという考え方からすれば放射線作業従事
者や汚染された地区の住民に．発がんリスク増加
を押しつけたかたちになる。避難とか汚染の除去
を行う努力をせずにただ，線量限度を引き上げる

やり方は．人の命を最優先とする考え方からは程
遠い。
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発がんのリスクはゼロから立ち上がって線黛に比

例して直線的に増加する。これを「しきい値なし

直線(LNT)説」といい．国際的に広く承認きれて
いる4-6．国際放射線防謹委員会(ICRP)はこの説に

従って放射線防護を行うように各国に勧告してい

る7．安全最がないということは，どんなに少な
い線量でもそれなりのリスクがあるのだから‘す
べての被ばく線量は積算しなければならないこと

を意味する。現に放射線作業に従事する人は．線

量計を身につけており．積算線量が1年間に50
mSvを超えず．5年間で100mSvを超えないよ

うに作業するように義務づけられている。

｢御用学者｣問題を解きほぐす

福島第一原子力発電所の事故によって．専門家

の発言が社会的に争点となる事例が続出した。情

報が不足し，社会に十分に伝えられない中で．事

故の見通しについて．あるいは放射能リスクの評

mliと人々 がとるべき対応について‘楽観論や「安

全・安心」に偏った言説が流布されているとの懸

念や批判が噴出している。そこに出てくるのが．

いわゆる「御用学者」批判である。

「御用学者」の定義を確認すると．たとえば

i広辞苑jには，「学問的節操を守らず，権力に迎

合・追随する学者」とある。科学者が政府や自身

に都合のよい発言をしていると評価されれば，本

人が信頼を失うことになり．科学的知見が社会的

決定の根拠とされる場合であれば，単なる「迎

合・追随」ではすまされない影響も及ぼす。社会

全体の問題について科学者が決定を代行すること

がIMI魑視されることになろう。一方で．安全につ

いての明確な基準や対応の指針を科学者に求める

市民の声があり．目に見えない放射能の危険性を

前に．そうした声はむしろ切迫の度を堀している。

科学と社会の関係がますますギクシヤクしてきた

と意えようか。

今日では.非裏門家が自らの価値判断を反映し

た形で．科学技術の意思決定を行うことが望まれ

る。そのためには，市民社会が科学者に誘導され

ないことが必要であるが．前提として．「科学」

に対する認識のズレを明らかにしておかねばなら

ない。そのズレは，専門家と非専門家の間ばかり

でなく専門家の内部にも存在する。すなわち．

科学や科学者の役割と，その知見の適用限界を理

解しておかねばならない傘'。『広辞苑』の言う
｢学問的節操」とは何かを捉え直すのである。本
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放身鵜作業従事者および公衆の被ばく線量
限度の引き上げ
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科学で決まること,決まらないこと

科学とは？

科学とは何か．という問いに対しては．科学界

にもさまざまな考えがある。実験でいつでも再現

可能なものだけを科学とする「科学者の固い科学

観」とも呼ぶべき考えもある。科学という営みで

はなく、科学で示きれた「結果」そのものが十分

信頼できる場合，その結果(科学的知見)を「科学」

と呼ぶ考えである。非専門家がもちがちな「固い

科学観｣'(常に縦密な答を出せるとする見方)とは異なる

ものの．科学的知見には不確実性が含まれない

(含まれてはならない)という科学観では共通している。

一方，研究の営みから科学を定義する考えもある。

データの公開性．質問に対する説明責任．可能な

限りの検証可能性を得ることなど，客観性・公共

性を高める方法論で現象を解析・予測する営みを

｢科学」とする考えである。これを「営みとして

の科学観」と呼ぼう。

ここでは科学者間でも科学的評価・予測が分か

れる問題を考えるため．私たちは「営みとしての

科学観」に立って話を進めるが．いずれの科学観

であっても‘科学が自然現象の摂理，すなわち普

遍性を解き明かすものであることは変わらない。

一方．現実社会の科学技術*芝や自然現象が生み出

すリスクなどを前にした社会的意思決定は．社会

原発敷地内の放射能汚染が高く，作業がはかど

らないことから．文部科学省の放射線審議会(会長

丹･羽太貫京都大学名番縄受)は2011年3月16日放射線

作業従事者の線量限度を一挙に250mSVに引き
上げた。これについて同審議会は「上限値でも健

康影響は最小限に保たれていることをご理解いた

だきたい」とする声明を発表した(2011年3月26

日)。「健康影響は最小限に保たれていること」と
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に．科学者がそのように振る舞っていると批判を

浴びることがある。いわゆる「御用学者」批判で

ある。なぜこのような事態が起こるのか。そこに

は科学と社会の関係に根をもつ重大な問題が存在
している。

「科学」はときに．水戸黄門の「葵の御紋」の

印龍に似ている。「科学的」と言われた瞬間市

民はひれ伏きなければならないかのようだ。時代

劇では庶民の味方である黄門様が印寵を用いるか
ら，視る者は溜飲を下げられるが．悪代官が葵の

印龍を使ったとしたらどうだろうか。そして現実

－ －

ｆ

Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｊ

:i:1-OECDによる57カ回・地埋での匡l際学力調迩(PISA
テス1')は‐日本の理科離れを明らかにしたと営われるが，
そこでIﾘjらかになったllll遡は個別的知雄の不足ではなく、科
学的知兇によって答えられる問題と答えられなし､問題を区別
ずる能力の不足であった。
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があることは自明であろう。一方．有意性が成り

血たない場合の解釈には．より微妙で本質的な問

題が含まれる。

統齢的解析には．検出したいリスクの強さに応

じた．十分なサンプル数<"WI"学的パワー)が必要で

ある。しかし．必要なサンプル数(ﾉV)が大きくな

り過ぎると，机上では可能であっても，現実的な

剛究の遂行は難しくなる。低線蛍放射線被曝を典

型例とするこのような問題を．アメリカの核物理

学者AIvinWeinbe昭は「トランス・サイエンス｣‘

と籍付け‘後の科学論に影響を与えてきた。この

ように、仮にリスクが現存しても，リスクの程度

に応じたサンプル数を得られない場合．統計的有

激な結果を得ることは困難である率3．必要なサン

プル数は，社会的あるいは個人的に受容できるリ

スクの程度に依存まるから．実験観察に必要な

規樅(サンプル散>は社会的な価値判断にも依存する

ものとなる。

統計的有意性の有無には．研究の質も大きく反

映される。丁寧に行われる研究と比較して．質の

低い実験ではデータのばらつきが大きくなる。そ

うなると．現実のリスクが存在する場合でも，研

究上は統計的有意性を検出できない事態が起こる。

このように，科学的証明の有無と．リスクの現

実的存在の有無の関係には注意深い解釈を要す

る“･統計的有意性が成り立たない論文に対して

一線の科学者は.(1)実験・観察のサンプル数が

少なくないか．(2)研究の質が高いか，などのチ

ェックを行い．具体的データを詳劇l1に検討してい

く。統計的有意性に達していなくとも．意味ある

傾向(リスクの示唆)が見えてくることも少なくない。

ともあれ，検証すべき仮説に対して否定的な結論

すなわち統計的有意性に達しない研究結果を作る

ことは容易である。

そこで．統計的評価と解釈に潜む問題を取り上げ
て整理したい。

「科学的に証明きれた(征Iﾘlきれなかった)」という
場合その根拠とされるのは一般に統針的祇明
である。これには．統計的栴意性(sta(is[i"IsIgnin･

c;Ince)の成立が通常必要とぎれる。ある碓率(たとえ

ば”恥)以上で仮税が成り立つとき，科学者は統計

的有意性が成立したと考える。さて．統計的有識
性の成立非成立はリスク存在の有無とどのよ
うな関係にあるのだろうか。有限の確率で有意性
が成り立つことから．仮説となる現象が実際には
存在しない場合でも有意性が偶然認められる場合

全体あるいは個人の多様な価値判断が伴うもので
ある。

’ 推論の不定性

人間へのリスク評価を例に，科学者がどのよう
な方法で科学的課題を評価するのか盤理してみる。

科学的に最も正確なリスクの研究手法は実験で
ある。人間へのリスクを対象とするなら，人体を
用いた実験．すなわち人体実験が科学的には最適
である。しかし人体実験は倫理的に許されない
から別の手法で人間へのリスクを評価すること
になる。疫学は．現実の被害から人へのリスクを
直接的に評価する手法である一方．事後的評価と
ならざるをえない。動物実験や細胞を用いた毒性
試験は事前評価も可能とする手法であるが動物
と人間では遺伝子が異なるし．細胞実験ではその
種類や実験条件に結果が大きく左右きれる問題も
ある。

科学研究で観察したデータを現実世界のリスク
評価に結びつけるには．実験も疫学も．複数の理
論的仮定を用いた推論を必要とする2．人類が過
去にほとんど経験しなかったリスク．あるいは細
胞．動物実験から人間へのリスクを推定せざるを
えない場合などは．理論的仮定を多く要すること
から推論の程度が高くなる。推論の際．意識的．

あるいは無意識的に仮定する理論が異なればリ
スク評価は当然異なる結果となる。実験室などの

理想的条件下での実験が．現実社会のリスク発生
条件を適切に反映しているのかも考慮しなければ
ならない(コラムを参蝋)。

推論における理論的仮定は一意ではないから・
理論的仮定の組み合わせの数だけ導き出きれる結
論は異なるものとなる。ここに科学者の愁意的な
リスク評価の余地も生まれる。

｢御用学者｣を生み出す構造

i
作動中の科学と社会的判断

ここまで．リスクを例に科学研究の方法論から

生じる科学的解釈の多義性を整理してき､た。これ

らをもとに．専門家としての科学者がどのような

場面で科学の適用限界を踏み越えてしまうのか考

えてみたい。科学者が科学の適用限界を踏み越え

る場合には2つの要素が関連する。科学研究自

体がもつ不定性(本書P･93～100)と価値判断である。

後者は科学的知見だけでは答えが出ない問いに．

科学者が「科学の答え」のごとく発言する場合に

問題となる。

社会は科学者に対し、現実社会に生じる課題の

速やかな評価を期待する。一方，社会的課題の科

学的評mliには．質の高い-l-分な量の研究を「必要

条件」とし．高度の推論を要する。研究遂行には

長い時間と労力．そして研究資源(施繊や研究盤)が

必要である。

科学では通常．仮説の証明責任は．裁判の原告

側と同様．それを立証しようとする科学者側にあ

る。純粋科学に閉じる研究であれば．その仮説が

科学的に十分証明されていない場合仮説とされ

る自然法則は存在しないと見なしても．すなわち

科･学的知見の不確実性を無視しても問題は生じな

いかもしれない。一方未解明の潜在的リスクが

社会的に問題となる場合に．そのリスクの厳密な

証明があるまでリスクを不存在と見なしてよいか

どうかは科学自体では決まらない*so
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コラム

リスクとハザード

科学的証明の有無と現実リスクの存否は異な
る次元である。この点の明確な記述を世界保健

機関(WHO)下の世界がん擬関(IARC)での発がん
性評価に見るm｡IARCは、発がん性物質を4つ
のグループ<より正確には,5つのクラス>に分ける。

Groupl:発がん性あり,Group2A:おそらく
発がん性あり,Group2B息発がんの可能性あ
り,Group3:発がん性に関して分類できない,

G｢oup4:発がん性がおそらくない，である。
この分類は，その物質の発がん研究の解明度

（科学的柾拠の堂さ)を示しているのであり，発がん

性の強さを分類しているのではない。IARCは，
発がん性の有無についてハザード(11azard)と呼
び，その発がん性の強さであるリスク(rlsII)と区
別する。5つのGroup分類は，ハザードの解
明度に関する分類である。

それゆえ，同じ物質が研究の進展により，

Group2Bから2Aになったり1になることが
ある。また,Grouplであっても，リスクとし

ては低いものもありえるし,GrOup2であって

も仮に発がん性が真実なら，そのリスクが

GroUplより強いものも有り得る。

日本では科学的な解明度を評価する1ARCの

発がん分類(ハザード評価)に関して,IARCが区別
するハザード評価と影響の強さ(リスク)を混同
して解説する例が少なくない。

１
１

E

E

凸

１
１

－－

＊3－むろん、そのような小さなリスクは無視してよい．と

いう職冷もありうる。ただし．無槐することの可否は科学自

体からは決哀らない．

＊4－『統計的布意性の不存在｣＝『科学的に慧味のないデー

タ」というような膿解が少なからず生ずる蝋因には．5画tis‘

ticalsignincanceのsignincanceという』if艦が．日本では
｢布通性jと沢きれたことにもあるように思われる。有謹で
なければ遮味がない，ということを辿想させるという窓味で

瀧附'約ｲ徳性という術脇は.statisticalsignificanceの然訳で
はなかろうか。むしろ科学の術滞としては「統計的弧薪性」
の方が適切と忠われる。

科学者社会

ここでは個々の科学者ではなく．科学者集団

(科学分野)として．ある知見が「証明できた」と見統計的証明

科学的評価では一般に統計手法も欠かせない。

＊5－泊験におけるインフォームドコンセントを想起して

もよいだろう。＊2－ここでは．科学的知見を用いた技術のことを一般に
｢科斜支術」と表現する．
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さて．科学が解明する自然現象は価値判断と独
立なものであっても．科学を営む科学者集団は一
定の価値判断の下で政治性をもつ。分野の礁衰が
その分野の科学者の生活を左右するという事情が
科学分野の自治として行われる科学的妥当性判断
にも間接的に影縛を与えうることは．社会学的に
自明であろう8。先に触れたように，科学活動に
は多くの研究費が必要であり｡かつその猿得の有
無が研究者のキャリアを左右するから・科学者は
研究費の支給元〈クライアント)の意向と矛盾しない

ように振る舞う傾向をもち．クライアントの影響
を間接的に受ける。だからこそ，科学者が研究成
果を発表する原著論文誌特に一流誌は．論文執
筆者へ利益相反の誌上開示を課す｡

このことは社会的意思決定と専門知との関係に

対する科学者の無理解ないし無自覚を露呈させる。

一つの例が．「工学的判断」の問題である。きわ

めて低い確率の事故や故障は．「工学的判断」に

おいてはしばしば無視しうるものとみなされるが．

その判断のなかみは明確に言語化されてきたわけ

ではなく、現場主義的な「専門家としての相場感

党｣9のようなものだ。福島第一原発事故を機に世

に知られるところとなった，原発の安全性評価に

側する「割り切り｣*9は．工学者が彼ら独自の

｢相場感覚」で社会の意思決定を代行してしまっ

たものである。ここには．社会的判断に依拠した

意思決定とすべき論点でありながら．その「代

行」を当然と見て疑わない無自覚が存在する。

｢椛力への迎合」や「追随」も，批判者の評価を

反映した表現であって，当人たちはそのように認

樅はしていないだろう。

側に立つ専門家だけとは限らない。公害や健康被

害などに関わる市民運動や．それらが提起する訴

訟に見られるように社会にはいわゆる対抗専門

家(c･unにrcxP圏吹)へのニーズが存在する。市民・住

民の側に立って「御用学者」と対I時する対抗専門

家が．権力側の専門家による価値判断の提示にま

さに「対抗」して，オルタナテイブな価値判断を

提示するとき，そこにもまた「踏み越え」の危険

性があることには留意する必要がある。日本の政

策決定のありようと．そこにおける科学(薪)の用

いられ方を見れば．御用学者と対抗専門家との間

には権力と資源の大きな格差が存在するから．対

抗専門家にとっては「踏み越え」こそが実質的な

｢対抗」になる．あるいは「踏み越え」によって

対抗力を確保せざるを得ない，という事情もあろ

う。しかしこうした講図は，科学(者)の適切な

活用を目指すうえでは望ま．しいとは言えない。

「御用学者」の定義に，クライアン1､の要望に

したがって専門的知見を特定の立場に有利に働く

よう窓意的に用いることへの批判が込められてい

る以上，その点を問題視するならば，政府や企業

などの権力側に対抗的に行動する科学者や市民の

側も．「踏み越え」の問題点を理解し、価値判断

を分節化して談論することが必要である。「御用

学者」を相対化し，その問題点を明確にするため

にも．それは一つの重要な条件であると考える。

なされる条件を考える。

科学は実験や観測などをもとにして自然法則
を推論し，その法則をもとに予測を行う作業であ
るから．疑う余地のない科学的知見は原理的には

存在しない*6．科学とは学術誌(ジャーナル)あるい
は学会に集う科学者の共同体(ジャーナル共IWI{*)5の

中で科学者間の相互批判により知見の正しさの程
度を摘めていく過程と言えるだろう。定歎的な取
り扱いが比較的容易な数理科学分断と．実験や観
察が相対･的に難しい分野では，その証明に必要な
程度も必然的に異なるはずだ。いずれにせよ・そ
の科学分野が．妥当性のある学説や知見として受
け入れる．あるいは妥当性を判断するときの基準
は一意ではない。誤解を恐れずに言えば．その分
野の研究者たちの相場観で決まっているといって
よいだろう率7．

医療過誤の民事訴訟に‘ルンバール判決と呼ば
れる著名判例がある。この判決では．医療行為と
障害の発生に関して．医学的証明としては因果関
係が認められないとの専門家(医師)の意見が出ぎ
れていたが．判決では当該医師の民法上の過失を
認めた6．判決自体の是非はともかく、社会的判
断(畏当性判断)に必要な科学的(WP!l的)知見の証明度
と．科学者"PII家)集団が知見の妥当性を判断す
る際に必要と考える証明度が一般に異なることの
典型例ではある5．リスクの社会的受容基準とし
ては．3日に1回の失敗が許される例もあれば．

100年に1回の失敗も許きれない例もある。その

受容基準は社会全体(あるいは個人)の価値判断にも
とづいて変化する。科学的知見は．社会的判断の

前提として不可欠であろうが科学界の決める科
学的知見の妥当性と社会の受容性から定まる社会
的妥当性は．その目的や判断基準が元来異なって
いる5‘7．
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｢踏み越え｣に対する無自覚

科学専門家はしばしば．科学のそうした適用限
界を超えて．社会の意思決定を代弁し，決定者を
僧称してしまう。専門家も社会の中では利害関係
者としての顔をもつ以上‘「御用学者」批判が描
くように．専門家が自らの利害を守ろうと意図し
ている場合もないわけではないだろう。特にす
でに政策などに実装され，動いている科学技術の

場合は､専門家の政策的判断が権力への迎合や追
随である可能性は確かに考えられる。そこでは前
項で触れた利益相反の問題が生じるが．日本では
利益相反に対するチェックはまだ弱く，専門家の
意識も低いと言わざるを得ない。

とはいえ．専門家が必ずしもそうした既得権益

の内部にいるとも限らない。専門家自身としては．
ある政策を順鯛に進展させようという義務感にも
とづいていたり．あるいは自らの正当性に関する

信念や正義感にもとづくものであったりするかも
しれない。つまりは「善意」による代弁である可
能性もあるだろう。

いずれにせよ，専門知と社会との関係は単純化
され．パターナリズムになってしまっている摩B・

＊8－パターﾂーリズムは『父権主雑」「i劉澗主義jなどと訊苔
れる。子どもに対する父製の干渉と統'ﾘに擬せられるように
当郡考の懲志に側わりなく．当耶考の利益のために(と称し

｢踏み越え｣を許容する社会

それゆえ．そうした無自覚を許容する社会的な

土壊や制度の存在を見過ごすべきではない。彼ら

の「相場感覚」による価値判断が「科学的判断」

として通用してしまうのは行政や市民らの非専

門家力科学者に価値判断までをも委譲しているか

らであり．専門家はそれに応えているだけなのか

もしれないからだ。政策的判断．あるいは社会的

意思形成につながる価値判断を科学者に丸投げす

る限り．「御用学者」が出る余地もつねに作られ

る。「先生がんばってください」という動機付け

の存在が問い直されねばならない。

ただしそうなると，「先生」にあたるのは権力

意図せざる踏み越え」

権力との関係という点で言えば．科学者が知ら

ずのうちに適用限界を踏み越えさせられる場合も

ある。一つは．政策決定者たる行政との関係から

もう一つは．メディアなどの専門知の仲介者との

関係から生じる事態である。

前者はいわば権力側がセットした「土俵」に

のせられてしまうケースである。諌早湾干拓事業

における有明海の環境影響評価において評価委員

を務めた田北徹・長崎大学名誉教授の例は．やや

極端だが一つの典型かもしれない。田北氏は，初

めから結論の決まった評価に「専門知」を使われ

るくしかも十分な調査研究を実施できないま室に)‘という

て)yiﾘ畷に代わって意思決定をするという一破の支配形式

をいう、卯門謨と素人の関係では．知識・‘附報と判断能力の
倍盤がその根拠とされる。

＊9-"11$部危力浜岡原発差II二訴訟の東京高我における即時抗

告群で．被告側証人の班目春樹氏は次のように述べた(2007
年2〃16日)。「非常用ディーゼル2個の破断も考えましと
う．こう考え表しょうと言っていると.設計ができなくなっ
ちゃうんですよ。つまり何でもかんでもこれも可能性ちょっ
とある．（中略)そういうものを全部組み合わせていったら
ものなんて絶対送れません。だからどっかでは荊り切るんで
す」

＊6－むろん、戦利番的知見の誤りは．膿っている砲率がき
わめて低いので通常では疑われない。しかし教科俗を薪き換
えるような大発見もまれには起こりうる。
＊7－ここでは，極端な「社会柵成主装」を主張するわけで
はなく、学術界内部での&”成立の判断塞恥(畏当性填界)の
程隆は．科学コミュニティーの自治で決まっている側而を述
べるのみである、LI
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定(すなわち判決)の判断主体たる裁判官は．実質的

に．信頼できると評価した専門家の総合的判断を

丸ごと採用しがちである。あるいは．科学的判断

と法的判断は別物だとしながらも，科学的判断に

忍び込んだ価値判断を追認したりする。それらの

判断が依拠する証言において科学的判断と価値判

断との切り分けがなされないとすれば「御用学

噺」の暴走を防ぎえないのは当然の帰結である。

しかも‘科学者の証言の証拠力が評価される際に

は．しばしば専門家が窓意的に選別されることも

脂摘されている*'4，13．対審椛造が，対|緋する二

新を対等な関係として想定するシステムであるに
もかかわらず，である。

法廷には，科学的知見の有効性や限界とは無関

係に,,価値判断や社会的基準によって特定の知見

が「科学的」に正当化される恐れが潜んでいる。

こうした状況が．科学者を「御用学者」に転化す

ることを許し．司法プロセスへの信頼老損ない．

ひいては社会における公正や正義の基盤を掘り崩
しかねない。

る典型的な場と言える。

法廷は．判決というゴールの存在を前提に作動

する。そして判決では．専門的知見に依拠した

｢意思決定」あるいは「選択」として規範的判断

が下されるが，それが価値判断にもとづいている

点が意識きれておらず，ここでも「踏み越え」が

起きている。社会が司法を正義の実現と見ている

なら．この場合の「踏み越え」はより一爵重大

な問題となろう。ただし，判決を下す裁判官が悪

いのか．証拠を提示する科学者が悪いのかと言

えば．それ以前に現下の法廷に椛造的欠陥がある

ことを指摘しなければならない。

櫛造的要因の根本は．法廷における対審織

造率''にある。対審構造のもとで専門家は．原

告被告のいずれかをクライアントとし．依頼に

応えるべく奮闘する。専門家の姿勢は．正義感

義務感あるいは信念に支えられていよう。だが

そこには専門知をめぐる議論や対話は存在しな

いし､構造的に存在しえない。主張は常に一方1句

的で､専門家は孤独に反駁を受ける。分裂したそ

れぞれの専門知の妥当性を問うピアレヴューは

ここでは当然ながら働かないのだ*'2。そもそも‘

非専門家が専門家を尋問するというシステムにお

いては．専門家の専門性(の正確き)や専門知の適用

限界を有効にチェックできない。しかも．弁謹冒I:

らとの応答の際に用いられる誘導尋問という手法

は．科学的知見の前提条件を決して語らせな

い簾'3‘'2．注SかNoかの回答を迫られる証人尋問

において．不確実なものは議論できず．そのよう

な状況で示される「証拠」とは．「信念」との区

別がつけがたいことになる。

このように専門家や専門知の限界を明らかにで

きないにもかかわらず，裁判における法的意思決

当時の状況を振り返り．後悔の念を語っている､｡。

言うまでもなく、こうした芸当は権力側にしかで

きない*'・・

後者については．専門知を社会に仲介するアク

ターによるバイアスのかかった情報流布がそれで

あり例としてIPCCの「地球温暖化レポート」

に|淵する報道が挙げられる。IPCCの科学的予測

は，信順度や想定シナリオといった部分で「幅」

をもっており．それを理解したうえで政策的対応

を決めることが重要である11。しかし報道では

その「幅」がしばしば捨象されてしまい．メディ

アによるメッセージの単純化によって．専門家の

予測そのものが単純であると誤解される恐れがあ

る。

の意味で民主主義の否定とさえ言える。とりわけ．

法廷にあらわれるような紛争的局面においては．

価値判断を含む「べき論」を科学的判断と直結す

ることは不適切である。価値判断は本来的に多様
なものであり，だからこそ法廷に持ち込まれるは
ずなのだから。

それは同時に．科学的判断への向き合い方につ

いても．いっそうの慎重さを要諦することになる。

「客観的」なあるいはゆるぎない単一の知識が
あるとは言えないのが，今日の科学や科学撫I『の

特性であり．かつ．科学研究や技術の社会的側面

を踏まえるなら：利害関係をもたない中立な専門
家がいるという発想も，幻想だと考えたほうがよ

い。専門家も何らかの利害関係なり，利害関心を

もちつつ自らの知見を社会に提示するのだ．と前
提しておくほうがより健全だ。そのうえで．だか

らこそ社会の側からの働きかけが重要であること

も認識しておきたい。今日の科学技術と社会の関

係は．相互形成的で相互浸透的な「共生成<c･.P1．．
du塵【i｡｡)」という見方でとらえることが大事だから
である'4．

ならば「科学的判断」をどのように社会に向け

て成り立たせるのか。ポパーの識論を援用するま．

でもなく．複数の知見の民主的な競争を取り入れ

ることカミその一つの解であろう。紛争状況にあ
る科学技術について市民社会からの評価や判断を

促すものとして注目されている「コンセンサス会

議｣(P,40コラム)も．アメリカにおけるその発祥は

専門家どうしの判断の擦り合わせを目的とするも

のであった，畠もそうした観点から非常に示唆的と

思われる事例を最後に取り上げ．今後の方向性の
一つとしたい。

その事例とはオーストラリアの裁判所で生み

出され活用されている．コンカレント・エヴィ

デンス(concu,･rm[cvide!､,">という専門家証言の方式

である。これは複数の専門家の共同による証拠の

提出を実現するもので，科学的知見のような専門

家証拠を法廷でどう生かすか，という問題への一

つの対応であると同時に．背量には．先に述べた

対審織造の欠点に対する問題意識がある零1塁'6。

’
壷一

i 鷺
－

I

ｌ
「
信
頼
」
を
見
透
か
す

「
信
頼
」
を
見
透
か
す

４
ａ
甲
飼
■
ｒ
１
Ｈ
ｐ
０
８
日
凶
図
８
８
■
１
Ⅱ
Ⅱ
ｇ
４
１
ｑ
５
８
己
■
０
１
つ
０
０
６
叩
Ｌ
０
Ｂ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
１ 制度としての「御用学者問題」に共通の課題は

何かを探ると，そこには．科学的知見というもの

は誰が導いてもひとつに決まる．と見る「固い科

学観｣'が存在している。裏返せば，セカンド・オ

ピニオンの意溌への視点が欠如しているのだ。セ

カンド．オピニオンには異なった組織や立蜴か

ら典なった見解がもたらされることが前提とさ

れており．知の多様性が重要であることを科学的

思考の基撚として確認するものでもある。「営み

としての科学観」において．そうした思考の基雛

が不可欠であることは言を俟たない。
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科学と社会の共同への模索

祉会が専門家に何らかの形で判断を委任するこ

と|§|体は，いかに民主的決定を重視する立場とい

えども完全には排除できないし排除が望ましい

わけでもない。だからこそ‘代表制民主主義をめ

ぐる擬諭と同様に専門家への委任とは何かを論
ずべきである。「白祇委任」を採れないのであれ

ば・何らかの基準で線引きする必要がある．その

難聴として本稿では，科学の適用限界を念頭に髄
きつつ，科学的判断と価値判断とを区分けすべき
だ，ということを論じてきたつもりである。政策
決定であれ，司法の法的判断であれ，特定の科学
的知見から「べき論」へと飛雌することは，上述

科学と法廷：「御用学者｣問題の典型？

専門家がしばしば「踏み越え」てしまい．それ

にもとづく「決定」が社会に影響を与えるものの

典型として．ここで法廷を取り上げたい。法廷に

おける判断の重要な根拠は言うまでもなく「証

拠」であるが．そこには実にさまざまな形で科学

的知見が関与している。中でも原発訴訟のように

科学的知見がかなり直接的に鍵を握っているタイ

プの訴舩は，前項で見た「御用学者問題」が現れ

j
l
8

1
1

1 一

＊11一対･辮柵造(E'dversarysystem)とは‘対立する価当りI
瀞がそれぞれEI己に有利な法律上･那墾上の主張および州他
をll{し合い．これにもとづいて中立の弟三者(法廷であれば
蚊判官)が決定を下すしくみを垢すc

*12ーむろん,ピｱﾚヴﾕーという制|狸が，科学知の細Iiと
して万全だなどと主張しているのではない。

＊13－法廷での状況は。零檸新証人として証笥を経験した猟
者〈本鑓)が．文献12に調香の記録を示して解税している。

執

－

喉'''1.,雌躯瀝が利･学n蝿臨鰯撰州協を判1W郡･愚際に，その見
Iをl鋤i･r愚I1学9tがi公的』な立場にあったり「著名」で
あ毎た1)十るとい勾亀曝獅《辮儲･ろと寺､うぃその塒合．画
1M的御1榊蝿兇が少歎職であること塗辿1I1に｢非常紬｣扱
いきれるとj,うり鵬“胃に扇,｡‐

＊10-2011年4月の諏境影埋評価法の改正によI)、日本で

もようやく，鞭難の計關段階からの評価を細み入れる「執略

的現塊アセスメント」への道が開かれたことも付・記しておく。
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の可視化であり．次いで．専門家の討議から生ま

れる知見や情報をどう活用していくかを‘市民社

会の側から考える．という道筋が重要であろう。

それはまた‘コンセンサス会議のような特別の場

をあつらえなく､ても．現存する制度や組織のぎま

ざまな場面をモディファイすることで，実現可能

なのではないか。「御用学者問題」をとらえ返す

こととは．日本における科学(論難)の使い方を根

本から見直すことにほかならないのである。

I具体的には，まず複数の専門家がそれぞれに証拠

を用意するとともに，「コンカレント・レポ－1，」

によって意見力撰なる点を整理し，そのうえで．

専門家には法廷で自らの意見を示す機会が与えら

れる。さらには．裁判官の前で「専門家たちが互

いに髄疑応答を行うことが推奨され」ており，争

点に閲する見解のうち合意できる点，合意できな

い点を明らかにしていくのである。この方式の利

点としては本稿の文脈に即して，①なぜ差異が

生じているのかを明らかにできること，②未来予

測が必要な真の不確実性の存在を明らかにでき
ることの2点を挙げられよう。より興味深いの

は，コンカレント・エヴィデンスの利点を説くマ

クレラン判事の．次のような指摘である。「コン

カレント．エヴイデンスは．専門家が従来採用し

てきた意思決定プロセスを法廷内で実現する手法

である。（中略)これを法廷でも採用しない理由は

ない｣。
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本稿は．JST社会技術研究附発センターのプロジェク1，1W究
｢不砿奨な科‘学的状況での法的窓思決定」における縦治をもと
にしている。メンバーから多くの示唆を得た。

力としての言葉

「はじめに言葉ありき」とは，よく知られた聖

諜の一節である。私たちは．言葉で世界を切り取

り．理解し，意味づけし､そして伝える。言葉を

与えられなければ事物は存在しない．といった極

端な主張をしたいのではない．もっと素朴に．私

たちが世界で現に出会っていることとして．私た

ちの認識や価値観ひいては生き方が言葉によっ

て枠づけられるとするのは，決して奇矯な考えで

はない。

輪郭があいまいなため人々 の目がまだ向いてい

ない事柄を，新しい言葉によって鮮明に切り出し．

社会に問題提起した例もめずらしくない。「DV

(ドメスティック・ヴアイオレンス)」という新しい言葉

が災際に法制度をも変化させたように，新しい言

葉は背景にともなう価値観と合わせて新しい規範

として作用し私たちにある方向性に沿ったふる

まいを求め．あえて言えば．強いることにもなる。

言葉とは思いのほか強い力を備えている。

その力はもちろん良い方向に発揮されるとは限

らない。目の前の複雑な現実を「切り取る」とき，

同時にその余白には切り捨てられる現実が生じる。
影浦論文が指摘するように．言葉によってつくり
出されたに過ぎない「幻想」が「現実」にとって

代わったりもする。とくに現代の科学が扱う事象
は・五感で直接体験できない事柄が多く．それら
を伝えるには結局は言葉に頼らざるを得ない。そ
の場合は「言葉」そのものに「現実」が内在する
形をとる。「語る」と「鰯る」の語源が同じであ
ることが想起される。

「正しく恐れる」？

振り返れば．原発事故の後．私たちを驚きと不

信の渦に放り込んだのが，科学者(ないLWl''l家と呼

ばれる人を)の言葉であった。「ただちに影響はな

い」といういかにも統治者的な言葉のみならず，

客観性や中立性を期待されていたはずの科学者の

発言が，市民を大きく落胆させた。メディアに登

場した科学者はあることをないこととして語り

そもそも存在しない事物についてまで口走った。

だが．そんな言葉でも．科学者の社会的地位に応

じて権威づけられることで私たちの認識や判断

に影響力をふるうことになる。それは．言葉によ

る伝達というプロセスが否応なく生み出す力であ
る。

とりわけ問題のあった言葉として．やはり「正

しく恐れる」を挙げるべきだろう。この言葉はど

うやら寺田寅彦のエッセイにある「正当にこわが

る」という表現に由来するようだが．寺田がむし

ろ「こわがる」ことの必要性を述べていたのに対

し･"311''後に流布した際には．恐れるのは愚

かで非合理的だという意味が込められた。そこで

は‘私たちの生において大切な緒価値のうち．な

ぜか科学が最高の判断基準となる。科学に価値が

ないなどと言っているのではない。本撚全体で念

頭においているように，科学的であることは常に

反省的であることを含むと考える立場からすれば．

その不当な影響力を見過ごして安直に言葉を口に

するのは本来はばかられるはず．と言いたいので
ある。

「パニック神話」批判に加えて「風評被害」と

文献

1－聴垣裕子・廣野喜幸鰯:科学コミュニケーション輪，東京
大学出版会(2008)

2－J,ソロモン蕾．小川正箕・他訳:科学・技術・社会(STS)を
考える一シスコン・イン・スクール，東洋館出版社(1993）
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5－蕨垣裕子:専門知と公共性，東京大学出版会(2003）
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訟を例に｣，科学,80(6),627(2010)

7-S,Jasanoli;'0TEstingTimeforClimaieScience'',Sclence.

328,695(2010)
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12－本堂穀：「法廷における科学j，科学，80(2).154(2010)
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’6－ピーター・マクレラン:国際科学技術社会論学会2010‘
国腺会鯉セッション「不確実な科学的状況での法的重思決定」
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験からj(2010）

！
土台を見つめ直すこと

「御用学者問題」は．標的となる専門家を単に

｢御用学者l」と批判するだけで改善きれるもの
ではないことが明らかになった。この「問題」で

は．まず科学者のあり方が問われるのは当然のこ

ととして．単純に科学者のみに帰責できない柵造

的要因が影響している。科学の知見と営みに関す

る理解のあり方と．社会的意思決定との|卿係につ

いて．科学者自身が認識を深め．あるいは転換す

ることが求められると同時に．それを可能にする

ために社会的な制度や土壌の変革も必要だという

ことだ｡

専門家から社会への啓蒙，という形ではそれが

実現しないのは明らかである。抽象的ではあるが
コンカレント．エヴイデンスの示唆を踏まえれば

まず必要なのは専門家どうしの討議とその社会へ

’
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＊15－コンカレント・エヴイデンスに関する以~Fの脱明は.

この方法の導入と普及の｢1'心的役割を果たしてきた，オース
トラリアのビーターマクレラン判事(ニユーサウス・ウゴ・
一ルズ州雌商裁)の報告に燭処している16。|，
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のあり方にとって非常に大きな画期となった。し

たがって．本来はすでに、抽象的な誰論のみで語

る時期ではないのは確かである。．

もう一つ大切なことを付言しておくと．上で見

たような市民の行動は‘決して「科学をする」こ

とが目的ではない。人々はあくまで，自分たちの

生活を少しでも望ましい方向へ変えていこうと動

き出したのである。それまで信じて疑わなかった

｢科学」を見つめ直し市民が政治的に動くこと

に批判の目が向けられがちなこの社会で，いわば

自分の「生き方」をかけた行動に踏み出したので

ある。私たちはここで優先順位を取り違えては

いけない。そして，そうした優先順位の付け方と

それを踏まえた科学と市民の関係を受け止められ

るだけの民主社会としての"度量，'を育てていく

ことが科学(に代表されるさまざまな力の支趣)から

｢生」をとりもどすための．最も重要な課題なの

かもしれない。

編者

尾内隆之(おないたかゆき）

旧68:榊神;肌生ぎれ.進戦大挙穴拳除法雛椰御I｡I艇郎蝿瀧川巡学(維士(政治
熱>興灘火難法拳部肋戦なと‘を総て､現繩‘制馳繍涜大挙職糊洲蠅授．
挑轆抑にr"f蠅祷訓諭新I1Mj(禰典仰>,剛鴎一銚縦/対断の""tl"1ﾃ側)など
がある．

調麻佐志(しらべまさし）

J妬同年莱京縦l鐘れ．］|硫火零大雛蹴陛脂狐榊1柵巡.1998jl:IWEIr(学胴．信州大
学聯柾舗卿灌.どを棒で．魂職.91鰄工篭大学大学院郡工拳研ﾂ綱.准戦損．
燕雑捗に『ポスト:3-息廻の科学と政摘j(ナカニシヤ出蹴>.･|共調蕃紳に秤ﾄ学技斯を

学者の双方を含む)の行動を通して見出されるもので

ある。

希望の芽

“3.11"の後に各地で始まった市民発のきまざ

まな実践は，大きな希望の芽である。放射性物質

による汚染への行政の反応が鈍い中で，市民は自

ら道具と知識を携えて外に飛び出し．懸念を共有

する人と次々につながっていった。汚染状況のデ

ータを作成・公開し、除染の安全なやり方を試行

錯誤し，食品に含まれる放射性物質を測定し7．

きらにそれらの実績を手に行政との交渉や協溌に

のぞんだのである。

たとえば、福島第一原発から200km離れた千

葉県北東部(東葛地雌と呼ばれる)が．風と降雨の影響

で飛び地的に放射能汚染の比較的高い地域になっ

た。そのことは今ではよく知られているが離れ

た地域ゆえに当初は問題が非常に軽視されたこと

で．多数の市民が自ら動き出した地域でもある。

千葉県柏市では‘市内にある東京大学が「健康に

何ら問題はない」と広報した9ことで．行政も対

応しようとはせず．しかも汚染については公的な

測定値がないことを理由にデマ扱いされたほどで

あったgoしかし．この問題に気づいた同じく東

京大学の別の研究者らが情報提供に乗り出し．

また柏市に限らず東葛地域の市民が自分たちで放

射線量を測定する「自測団」をつくり始めた。そ

うして市民の行動と．第4章の小豆川氏のよう

な科学者の貢献とが組み合わきることで‘汚染実

態の解明と．健康影響への対莱が練り上げられて

いったのである'0．

こうした活動に関わった人々はみな．自分が直

面する事態への不安と同時に．対応を探る際の不

確実性と正面から向き合い．科学者や行政に対す

る不信の扱い方を必死で探っていたのだと思う。

もちろん、ここに描いたような活動によって問題

が円満解決するとは限らず．さまざまな激見の違

いや．対応への不満．依然として残る不信感もあ

る。それでも，こうした市民の動きは科学と社会

の関係という範ちゅうを超えて．日本の市民社会

よく考菱鐙I.(名11瓶大溌1確琴などがある

執筆者
釦普醜（）内は現在の所属‘

井田真人(日本原子力研究開発嫡隊J･PARCセンター研究副主幹）

影揃峡(東京大学大学院教育学研究科敏授）

樫本喜一(大阪府立大学客貝研究員）

吉川肇子(座礁義塾大学商学部放授）

小山真人(静岡大学防災緯合センター教授）

崎山比早子(高木学校）

島崎邦彦“京大学名帯教授〉

小豆川勝見“京大学大学院総合文化研究科‘肋教）

商岡滋(神経内科リハビリテーション協立クリニック院長）

中島撒子(国際基督教大学非常勤認師）

中島映至(東京大学大気海洋研究所教授）

平川秀幸(大阪大学コミュニケーションデザインセンター准教授）

本埜毅(東北大学大学院理学研究科准救授）

吉諜剛(大阪大学大学院l匿学系研究科‘唯教授）

笠澗平(番川大学教帝学部牧授）
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文献および注

1--『医学の父」と呼ばれるヒボクラテスの名を冠した古代ギリ

シアの文書であり今でも現代化した上で医学生の卒業式で宣

誓されることもある。

2－．http:"www,med.or.jp/doclofWTbembe"kiso/k3.h!ml

3-参加型テクノロジー・アセスメントの考え方は．とくに土

木や建築‘・都市叶画などの額域では目新しいものではなく‘公

聴会などと呼ばれる形で，日本では公共頚業や大規模建築など

で実施されてきた。

ルーB,ウィン，立石裕二駅：齪解された娯解一社会的アイデ

ンティテ.｢と公衆の科学理解，思想,1046(2011)
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潮社，173(1986）

6－もとよりこれは，本筈各論文の執憲者の考えとは別に，緬

者が狩つ背魏的な勤恢に過ぎない。

7－漢人明子・丸森あや・渡辺美紀子の「[座談会]市民が測る

迩味」『科学.12012年7月号に‘そうした活動の樵子が紹介さ

れている。

8－具体的には「東京大学現埋放射嬢プロジェクト」名での情

報発低であった。

9－亭故直後から敗力月Ⅲlの莱再地域の状況については．押川

正政・藤垣裕子・牧野淳一郎の「[座麟会]原発蕊故後の“日本

的対応”をよむ」『科学｣2011年9月号で，押川氏が触れている管

10－拍市における市民の活動については，「つながろう柏I

明るい未来プロジェクト」のウェプサイトで知ることができる．

なお，会は2012年12月で解散している。hitP:"www･isuna9a

ro･kashlwa､com/index､hlml
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